
 

 

企画競争の実施に係る公告 
 

次のとおり企画競争に付します。 

平成29年8月18日 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

  契約担当役  理事長 大 東 和 美 

 

 

１ 企画提案の概要 

(1) 件名 

  スポーツ振興投票事業に係る経営コンサルティン

グ業務の委託 

(2) 業務内容 

次に挙げる、スポーツ振興投票事業に係る経営コ

ンサルティング業務。詳細については、別冊仕様書

による。 

  ① ビジネス関連業務 

ア 事業計画策定・執行管理・評価 

イ プロモーション計画策定・執行管理・評価 

ウ 広告宣伝業務管理・評価 

エ 販売・払戻チャネル管理・評価 

オ データ分析・市場調査 

② システム関連業務 

ア 情報戦略・システム化計画 

イ システム開発管理 

ウ システム運用保守管理 

エ 監査・第三者評価 

(3) 契約期間 

契約締結日から平成35年3月31日まで 

 

２ 参加資格 

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務

取扱規程（平成15年度規程第49号）第2条及び第3

条の規定に該当しない者であること。 

(2) 平成28・29・30年度全省庁統一の競争参加資格に

おいて、「役務の提供等」の「A」の等級に格付けさ

れている者であること。 

(3) 過去 5 年の間に、国、地方公共団体、独立行政法

人、国立大学法人等又は民間企業との契約により、

事業戦略策定に係る経営コンサルティング業務の実

績、若しくは自ら類似の業務を実施して、これらを

履行した実績を有する者であること。 

(4) 過去 5 年の間に、国、地方公共団体、独立行政法

人、国立大学法人等又は民間企業との契約により、

システムの企画立案から運用保守までシステムライ

フサイクルを通じて一貫した管理を行なった業務に

係るシステム支援業務の実績、若しくは自ら類似の

業務を実施して、これらを履行した実績を有する者

であること。 

(5) 事業を実施する部門・組織がISO9001（品質マネジ

メントシステム）の認証を有する者である若しくは

これと同等の基準を満たす者であること。 

(6) 事業を実施する部門・組織が ISMS（Information 

Security Management System 情報セキュリティマネ

ジメントシステム）又はISO／IEC27001（情報セキュ

リティ）の認証を有する者であること。 

(7) 平成 30 年度から平成 34 年度におけるスポーツ振

興投票事業に係る関連業務の受注者でないこと。 

 

３ 企画競争参加手続等 

(1) 担当部署 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

財務部調達管財課 

〒107-0061 東京都港区北青山二丁目8番35号 

電話 03-5410-9140 

受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始

(12月29日から1月3日まで)を除く毎日、9時00

分から17時00分まで（12時00分～13時00分は

除く。） 

(2) 企画競争説明書等の交付期間及び場所 

本公告の日から平成29年10月 3日まで 3(1)の場

所にて交付する。 

 (3) 交付時提出書類 

   企画競争説明書の交付時に「様式１ 機密保持誓

約書」を提出すること。提出書類に不備がある場合

は、企画競争説明書の交付は行わない。 

(4) 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

平成29年10月3日17時00分まで。3(1)に同じ。

持参又は郵送（必着とする。）すること。 

 

４ 企画提案書の審査に関する事項 

(1) 提出された企画提案書は、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター契約審議委員会等で、外部有識者

等の意見を徴して審査を行う。 

(2) 審査の結果、得られた得点が最も高い者より優先

交渉権者と次点以下（次順位交渉権者）を決定する。 

なお、得点が同じ場合にはくじにより優先順位を決

定する。 

(3) 企画提案書等の内容を確認するため、ヒアリング

を実施する。 

(4) 審査結果については、平成 29 年 11 月初旬頃（予

定）に全ての提案者に対して文書で通知する。 



 

 

５ 契約保証金 

契約保証金は免除する。ただし、契約者が契約を履

行しない場合は、見積金額の総額に対し、100 分の 10

の率を乗じた額を違約金として徴収する。 

６ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 契約書作成の要否 

   要 

(3) 企画提案の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者による企画

提案及び本企画競争説明書記載の条件に違反した企

画提案は無効とする。 

(4) 企画競争説明会の実施の有無等 

① 企画競争説明会 実施しない。 

② 企画競争説明書等に対する質問書の提出期限 

平成29年9月7日17時00分 

③ ②の質問に対する回答期間 

平成29年9月15日から平成29年10月3日ま   

   で 

(5) 関連情報を入手するための照会窓口 

３(1)に同じ。 

(6) 詳細は企画競争説明書による。 

 


